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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３０年１１月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成３０年４月２０日 ２０時３９分ごろ 

発生場所 愛媛県今治
いまばり

市岡村港 

 岡村港西Ｃ防波堤灯台から真方位１２３°１７０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１０.９′ 東経１３２°５３.２′） 

事故の概要 アスファルト運搬船グレート クレインは、岡村港沖に錨泊する予

定で北進中、防波堤に衝突した。 

グレート クレインは、右舷船首部外板の凹損等を生じ、また、防

波堤は、上部コンクリートに剥離を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年４月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 なお、後日１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

アスファルト運搬船 グレート クレイン、７４９トン 

 １４１９１５、センコー汽船株式会社（運航者、Ａ社）、芝興マリ

ン有限会社（船舶管理人）、他１社（以上船舶所有者）、有限会社三

原汽船（船舶借入人） 

６９.９９ｍ×１１.００ｍ×４.６５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,１７６kＷ、平成２５年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

 二級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和６２年８月２４日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２９年７月３日 

免状有効期間満了日 平成３４年８月２３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 右舷船首部外板に亀裂を伴う凹損、低船尾楼右舷船側外板及び

ブルワークに凹損 

防波堤 北端及び同端から３番目の各ブロックの上部コンクリートに

剝離 

 気象・海象 

  

気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 
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 事故の経過 本船は、定期検査を終え、平成３０年４月２０日１６時１０分ごろ

広島県尾道市向島所在の造船所を出渠
きょ

し、備後
び ん ご

灘で試運転を実施した

ところ、主機に不具合が認められたので同県尾道糸崎港に錨泊した。 

本船は、主機の修理を終え、船長ほか６人が乗り組み、１９時００

分ごろ抜錨し、アスファルトを積載する目的で、大韓民国蔚山
うるさん

港に向

かった。 

本船は、船長が出港操船に当たり、当直航海士が船長を補佐する体

制で、青木
あ お ぎ

瀬戸及び三原瀬戸を経由したのち、大下
お お げ

瀬戸に向かって南

進した。 

船長は、２０時００分ごろ三等航海士に船橋当直を委ねて降橋し、

食堂で夕食をとっていたところ、機関長から‘主機の燃料（Ｃ重油）

こし器’（以下「本件こし器」という。）が詰まったので、主機を停止

して整備したい旨の報告を受け、２０時２０分ごろ昇橋した。 

船長は、本船が大下瀬戸を南進していたので同瀬戸通航後に錨泊す

ることとし、三等航海士に機関室へ電話させ、本件こし器の整備に約

３０分を要することを知り、機関長の要請に応じて主機の回転数を毎

分３６５から３６０に減じた。 

船長は、予備のこし器への切り替え、Ａ重油（燃料）の継続使用な

ど、主機を停止しないで済む方法を思い浮かべたが、早めに対処する

ことで瀬戸内海を不安なく通航できるうえ、船底洗浄直後であり速力

低下がなく、３０分の遅れなら取り戻せると考え、主機を停止しない

で済む方法を機関長に確かめないまま、錨地を探すこととした。 

船長は、海図に当たり、岡村港港界線付近の水深３０ｍ以下の海域

を予定錨泊海域に選定し、２０時３０分ごろ三等航海士を船首に配置

して自身が単独で操船に当たり、自動操舵から手動操舵に切り替えて

船首を同港港界付近に向けた。 

本船は、２０時３５分ごろ、約３２０°（真方位、以下同じ。）か

ら約３４５°の対地針路及び約１２ノット（kn）の速力（対地速力、

以下同じ。）で航行した。 

本船は、減速しながら北進を続けていたところ、船長が、右舷方の

灯火の見え具合から陸岸が近いと感じて改めて予定錨泊海域に接近す

ることとし、２０時３８分ごろ左舵一杯が取られて左転を始め、２０

時３９分ごろ右舷船首部が岡村港南防波堤（以下「本件防波堤」とい

う。）の北端から３番目のブロックに約２kn の速力で衝突し、続いて

右舷船尾部が北端のブロックに衝突した。 

船長は、衝撃で初めて本件防波堤の存在に気付き、三等航海士に船

首部の損傷状況及び浸水の有無を確かめさせて修理の必要があると判

断し、尾道糸崎港に引き返し、本事故の発生状況等をＡ社に報告した

のち、海上保安庁に通報した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋）、付図２ 
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本件防波堤の損傷箇所、写真１ 北端から３番目のブロック、写

真２ 北端のブロック(1)、写真３ 北端のブロック(2)、付図３ 

本船の損傷箇所、写真４ 低船尾楼右舷船側外板、写真５ 低船尾

楼右舷ブルワーク、写真６ 右舷船首外板 参照） 

 その他の事項 本件防波堤は、長さ約１０ｍのブロックを１８個連ね、北端から約

２１９°の方向に約１８０ｍ延びる、今治市が管理する港湾構造物

で、水面上の高さが、朔望平均干潮位（L.W.L）で約６ｍ、過去最高

潮位（H.H.W.L）で約１.２ｍであった。 

本件防波堤は、海図Ｗ１０４（来島海峡及付近）及びＷ１４１（安

芸灘及付近）に記載されており、概ね港界線と平行であった。（図１

参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 海図Ｗ１０４(抜粋) 

 

本件防波堤は、灯台などの光波標識は設置されていなかったが、岡

村港に入港する船舶等への安全対策として、港湾管理者が本件防波堤

の北端部に簡易標識灯を設置していた。 

船長は、尾道糸崎港で揚荷役をする機会が多く、青木瀬戸、三原瀬

戸及び大下瀬戸を度々通航していたが、岡村港及び同港付近に錨泊し

た経験はなかった。 

船長は、レーダー２台（１.５及び３.０海里レンジ、いずれもセン

ター表示）、電子海図情報表示装置及び音響測深機を作動させてお

り、本件防波堤の存在に気付いたとき、レーダー画面上に本件防波堤

の映像を認めた。 

本船は、岡村港付近に錨泊して主機を停止したのち、本件こし器を

整備する予定であったが、本事故後、主機を停止することなく尾道糸

崎港に引き返した。 

船長は、本事故後に次のことを思った。 

・錨地を選定する際、海図に記載された岡村港の港界線には気付い

 

岡村港西Ｃ防波堤灯台 

港界線 

魚礁記号 

予定錨地 

本件防波堤 
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たが、水深に着目しており、予定錨泊海域の水路状況を調査して

いなかったので、本件防波堤の存在に気付かなかった。 

・電子海図情報表示装置の表示を拡大するなどして予定錨泊海域の

状況を確かめることも可能であった。 

・水深３０ｍ以下の海域を海図で見付け、魚礁記号の手前で投錨す

ることとしたが、ふだんと同様に、予定錨泊海域への針路を海図

に記載し、顕著な物標からの方位及び距離を測定して錨地への接

近状況を把握していれば、本件防波堤南方で投錨できたかもしれ

なかった。 

・船首を岡村港の港界付近に向けたのちは、音響測深機の水深表示

の確認、目視による見張り及び手動操舵に当たることに集中して

いた。錨地を選定した際に、本件防波堤に気付かなかったので、

時折、レーダー画面を見たものの錨地付近に湾構造物がないもの

と思い込んでおり、衝突するまで本件防波堤を認識することはな

かった。 

・本件こし器の状況及び主機を運転したまま整備することの可否に

ついて機関長に確かめればよかった。 

・安芸灘で漂泊して本件こし器を整備することも可能であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、錨泊する予定で岡村港の港界付近に向けて北進中、船長

が、予定錨泊海域を選定する際、水深に着目していて、電子海図情報

表示装置の表示を拡大するなど、水路の状況を十分に調査しなかった

ことから、本件防波堤の存在に気付かずに航行し、本件防波堤に衝突

したものと考えられる。 

 本船が予定錨泊海域に向けて北進中、船長が電子海図情報表示装置

及びレーダーを活用することは、本事故を防止する上で有効であった

ものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、錨泊する予定で岡村港の港界付近に向け

て北進中、船長が、錨泊予定海域を選定する際、水路の状況を十分に

調査しなかったため、本件防波堤の存在に気付かずに航行し、本件防

波堤に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

Ａ社は、本事故後、緊急対策会議を催して以下の再発防止策を乗組

員に周知するとともに、操船及び運航の基礎的事項について再教育し

た。 

・船長は、錨泊に先立ち、予定投錨位置、錨地への接近針路などを

海図に記載すること。 

・船長は、初めて入航する場合、昼夜並びに係船及び投錨を問わ
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ず、船橋を２人体制とすること。 

・機関長は、機関に不具合が生じ、船長に錨泊を要請する際、整備

に要する時間など具体的な状況を船長に報告すること。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、錨地を選定する際、海図、電子海図情報表示装置などを

活用し、錨地及び付近海域の水路調査を行うこと。 

・船長は、初めて入航する予定錨地に接近する場合、船位や光波標

識が設置されていない建造物の存在等を把握できるよう、電子海

図情報表示装置やレーダーを活用すること。 

・船長は、不具合により主機を停止する必要が生じ、本船が錨泊あ

るいは漂泊する際、水路調査を行うことができるよう、機関長に

自身が知りたい情報を尋ねたり、航海士を自身の補佐に当たらせ

たりするなど、船橋において入手可能な資源（情報、人材等）を

活用すること（ＢＲＭ：Bridge Resource Management）。 

・乗組員は、不具合により主機を停止する必要が生じ、本船が錨泊

あるいは漂泊する目的で、船長が水路調査を行う際、船長を適切

に補佐すること。 
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  付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡村港 

岡村港西Ｃ防波堤灯台 

魚礁 

港界 

本事故発生場所 

（平成３０年４月２０日 

２０時３９分ごろ発生） 

10ｍ等深線 

20ｍ等深線 

5 海里 

大下瀬戸 

尾道糸崎港 
広 島 県 

愛媛県 

岡村島 

青木瀬戸 
向島 

因島 

生口島 

大三島 

三原瀬戸 

伯方島 

大島 

5 海里 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

時：分：秒 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

20:30:15 34-10-29.6 132-54-33.8 238 227.3 12.9 

20:33:06 34-10-11.9 132-53-54.9 281 267.3 12.5 

20:33:56 34-10-14.4 132-53-42.9 297 290.5 12.4 

20:35:01 34-10-22.5 132-53-30.2 329 318.6 12.4 

20:36:09 34-10-35.3 132-53-23.9 338 339.4 12.1 

20:37:59 34-10-52.5 132-53-16.9 319 345.8 7.7 

20:38:39 34-10-55.5 132-53-14.7 251 327.7 3.3 

20:38:55 34-10-55.9 132-53-14.3 226 315.3 1.8 

20:39:32 34-10-55.5 132-53-13.6 210 195.2 1.7 

20:40:18 34-10-53.6 132-53-12.4 205 204.3 3.6 

20:40:35 34-10-52.6 132-53-11.7 188 207.2 4.2 

20:41:01 34-10-50.6 132-53-11.4 172 180.9 4.8 

20:41:29 34-10-48.2 132-53-12.0 159 164.7 5.5 

 

 

付図２ 本件防波堤の損傷箇所 

 

 

 

 

 

写真１ 北端から３番目のブロック           写真２ 北端のブロック(1) 

 

 

 

 

 

 

 

           写真３ 北端のブロック(2) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

約１８０ｍ 
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付図３ 本船の損傷箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 低船尾楼右舷船側外板                   写真６ 右舷船首外板 

 

 

                写真５ 低船尾楼右舷ブルワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


